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「第 45回定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 
 

 株主各位 

 

2026年３月４日付けにてご送付いたしました「第 45回定時株主総会 招集ご通知」につきまして、一部修正が

ございますので、謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトへの掲載をもって下記のとおり修正のご

連絡をさせていただきます。 

 

記 

１．修正箇所 

第 45 回定時株主総会招集ご通知 23 頁 「会計監査人の状況」の注記箇所（３）の削除及び、以下のとおり

繰り上げます。 

 

２．修正内容 (修正箇所には下線を付しています。) 

【修正前】   

（３）非監査業務の内容 

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である「財務報告に係

る内部統制に関する指導・助言業務」に対し２百万円を支払っております。 

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定方針  

監査役会は、会社法第 340条第１項各号に該当すると認められる場合又は会計監査人の職務の執行

に支障がある場合等、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340条第１項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の

同意に基づき、会計監査人を解任いたします。 

 

【修正後】   

（削除） 

（３）会計監査人の解任又は不再任の決定方針  

監査役会は、会社法第 340条第１項各号に該当すると認められる場合又は会計監査人の職務の執行

に支障がある場合等、会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340条第１項各号に該当すると認められる場合は、監査役全員の

同意に基づき、会計監査人を解任いたします。 
 

 

以上 

 

 

 

 

  


